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摂津市健康づくり推進条例 

 

平成 28年 12月 22日 

条例第 37号 

 

健康は、市民が充実した生活を送るための基本となるものであり、地域社会の活力

の源である。また、健康の保持及び増進は、生活の質の向上につながるものであり、

全ての市民の共通の願いである。 

この願いを実現するため、市は、昭和６１年に「健康都市」を宣言し、市民一人ひ

とりが地域社会に健康づくりの輪をひろげていくことを基本理念として、様々な取組

を実施してきた。 

 しかしながら、急速な少子高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、市民の健康づ

くりの重要性が著しく増大している。 

このような中で、市が持続的に発展していくためには、全ての市民が健康であるこ

との重要性を自覚し、これに対する関心と理解を深めるよう努めるとともに、地域社

会全体で健康寿命の延伸に取り組むことが必要である。 

 ここに、全ての市民が生涯にわたって健やかでいきいきと暮らせる健康長寿の地域

社会の実現に向けて健康づくりを推進することを決意し、この条例を制定する。 

 （目的） 

第１条 この条例は、健康づくりに関し、基本理念を定め、市民、事業者、健康づく

り関係者及び健康づくり関係団体の役割並びに市の責務を明らかにするとともに、

健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、市民の健

康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって市民が健康で、活力ある地域社会を

実現することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 健康づくり 心身の健康の保持及び増進を図ることをいう。 

⑵ 事業者 他人を使用して事業を行う者をいう。 

⑶ 健康づくり関係者 健康づくりのために必要な保健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者をいう。 

⑷ 健康づくり関係団体 市内において健康づくりを推進する活動を行う民間の団

体をいう。 
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 （基本理念） 

第３条 健康づくりは、市民がその重要性に対する理解を深めるとともに、自らの健

康状態を自覚し、健康を管理する能力の向上を図りながら生涯にわたって主体的に

取り組むことにより行われるものとする。 

２ 健康づくりは、市民、事業者、健康づくり関係者及び健康づくり関係団体並びに

市がそれぞれの役割及び責務を踏まえ、相互に連携協力して取り組むことにより行

われるものとする。 

 （市民の役割） 

第４条 市民は、自らの健康に関する意識を高め、健康づくりに関する理解を深める

とともに、個人の状況に応じた健康づくりを積極的に取り組むよう努めるものとす

る。 

２ 市民は、健康診査の定期的な受診等により、自らの心身の状態を把握するよう努

めるものとする。 

 （事業者等の役割） 

第５条 事業者は、その使用する者が健康づくりに取り組むことができる職場環境の

整備に努めるものとする。 

２ 健康づくり関係者は、健康づくりの推進に当たっては、市民が保健医療サービス

及び福祉サービスを適切に受けられるよう配慮しなければならない。 

３ 健康づくり関係団体は、地域の健康づくりを推進するため、健康づくり関係団体

相互の連携に努めるとともに、健康づくりに関する活動を積極的に取り組むものと

する。 

４ 事業者、健康づくり関係者及び健康づくり関係団体は、市が実施する健康づくり

の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 （市の責務） 

第６条 

市は、健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有す 

 る。 

 （計画の策定） 

第７条 市長は、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、健

康づくりを推進するための基本的な計画（以下「健康づくり推進計画」という。） 

 を策定しなければならない。 

２ 健康づくり推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 ⑴ 健康づくりの推進に関する施策についての基本的な方針 
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 ⑵ 健康づくりの推進に関し、市が達成すべき目標 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項 

３ 市長は、健康づくり推進計画の策定に当たっては、あらかじめ摂津市健康づくり

推進協議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、健康づくり推進計画を策定したときは、これを公表しなければならな  

 い。 

５ 市長は、健康づくり推進計画について、目標の達成状況等を勘案し、必要な見直

しを行うものとする。 

６ 第３項及び第４項の規定は、健康づくり推進計画の変更について準用する。 

 （市の施策） 

第８条 市は、市民の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものと

する。 

 ⑴ 生活習慣病、感染症その他の疾病の予防に関する知識の普及及び啓発に関する

こと。 

 ⑵ 食生活、運動、喫煙その他の生活習慣の改善を図るために必要な環境の整備に

関すること。 

⑶ 定期的に健康診査及び歯科に係る検診を受けること並びに必要に応じて保健指 

導を受けることの勧奨に関すること。 

 ⑷ 妊産婦及び乳幼児に対する健康診査、保健指導等の母子保健サービスの提供に 

  係る体制の整備に関すること。 

 ⑸ 心の健康の保持及び増進に関すること。 

 ⑹ 健康づくりに必要な情報の提供に関すること。 

 ⑺ 受動喫煙（健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第２５条に規定する受動  

喫煙をいう。）の防止に関すること。 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に関し市長が必要と認めるこ  

 と。 

 （健康づくり推進月間） 

第９条 健康づくりについて市民の関心と理解を深めるため、健康づくり推進月間を

設ける。 

２ 健康づくり推進月間は、毎年１１月とする。 

３ 市長は、健康づくり推進月間においては、その趣旨にふさわしい事業を実施する

よう努めなければならない。 
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 （路上喫煙禁止地区の指定等） 

第１０条 市長は、路上喫煙（道路、広場その他公共の用に供する場所において、た

ばこを吸うこと又は火のついたたばこを所持することをいう。次条において同 

 じ。）を禁止することにより、第８条第７号に掲げる施策を重点的に推進する必要

があると認められる地区を路上喫煙禁止地区（以下「禁止地区」という。）として

指定することができる。 

２ 市長は、前項の規定による禁止地区の指定をしたときは、その旨を告示しなけれ

ばならない。 

３ 前項の規定は、第１項の規定による禁止地区の指定を変更し、又は解除する場合

について準用する。 

 （路上喫煙の禁止） 

第１１条 何人も、禁止地区において、路上喫煙をしてはならない。 

 （指導等） 

第１２条 市長は、前条の規定に違反している者に対し、必要な指導又は勧告をする

ことができる。 

 （委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （摂津市附属機関に関する条例の一部改正） 

２ 摂津市附属機関に関する条例（昭和４４年摂津市条例第２６号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

  別表第１項の表摂津市健康づくり推進協議会の項中「市民」を「摂津市健康づく

り推進条例（平成２８年摂津市条例第３７号）第７条第１項の計画の策定その他市

民」に改める。 


